
新
卒
者
に
対
す
る
就
職
支
援
強
化
の
助
成
金 

  

厚
生
労
働
省
は
９
月
２
４
日
付
で
、
「新
卒
者
に
対
す
る
就
職
支

援
の
強
化
に
つ
い
て
」を
発
出
し
、
新
卒
者
の
就
職
支
援
に
乗
り
出

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
９
月
１
０
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「新
成
長
戦

略
実
現
に
向
け
た
３
段
構
え
の
経
済
対
策
」に
基
づ
い
た
取
組
み
で

す
。
こ
こ
で
、
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
「新
卒
者
就
職
実
現

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」に
お
け
る
次
の
２
つ
の
奨
励
金
で
す
。
こ
れ
は
、
低
迷

し
た
雇
用
市
場
か
ら
生
じ
た
就
職
未
定
新
卒
者
の
就
職
促
進
を
目

標
に
し
た
も
の
で
、
従
来
の
「新
卒
者
」の
範
囲
を
拡
充
し
、
卒
業
後

３
年
以
内
の
既
卒
者
を
・・・ 

（１
）ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
（有
期
雇
用
）後
に
、
正
規
雇
用
し
た
場
合 

（２
）新
卒
扱
い
と
し
て
採
用
拡
大
し
、
採
用
し
た
場
合 

に
、
国
が
企
業
に
奨
励
金
を
支
給
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。 

 

（１
）を
「３
年
以
内
既
卒
者
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金
」、 

（２
）を
「３
年
以
内
既
卒
者
（新
卒
扱
い
）採
用
拡
大
奨
励
金
」 

と
し
て
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。 

 ●
３
年
以
内
既
卒
者
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金 

趣 

旨 

卒
業
後
３
年
以
内
の
既
卒
者
を
正
規
雇
用
に
む
け
て
有
期
雇
用

し
、
そ
の
後
正
規
雇
用
へ移
行
さ
せ
る
事
業
主
に
対
し
て
奨
励
金
を

支
給
す
る
と
い
う
も
の
で
、
概
要
は
次
の
通
り
で
す
。 

対
象
事
業
主 

既
卒
者
ト
ラ
イ
ア
ル
求
人
を
ハロ
ー
ワ
ー
ク
ま
た
は
新
卒
応
援
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
に
提
出
し
、
そ
れ
ら
の
紹
介
に
よ
り
、
原
則
３
ヵ
月
の
有

期
雇
用
を
し
、
そ
の
後
に
正
規
雇
用
で
雇
い
入
れ
た
事
業
主 

対
象
と
な
る
未
内
定
新
卒
者
の
条
件 

 

次
の
（１
）か
ら
（４
）の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者 

（１
）平
成
２
０
年
３
月
以
降
の
新
規
学
卒
者
で
就
職
先
が
未
定
の
者

（た
だ
し
、
平
成
２
２
年
度
新
規
学
卒
者
の
場
合
は
、
卒
業
日
以
降

に
制
度
利
用
可
）  

※
こ
こ
で
い
う
新
規
学
卒
者
と
は
・・・ 

中
学
・高
校
・高
専
・大
学
（大
学
院
・短
大
含
む
）・専
修
学
校
等 

の
新
規
学
卒
者
を
い
い
ま
す
。  

（２
）卒
業
後
、
安
定
し
た
職
業
に
つ
い
た
こ
と
が
な
い
（１
年
以
上
継

続
し
て
同
一
の
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
者
）  

（３
）４
０
歳
未
満
の
者  

（４
）ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
た
は
新
卒
応
援
ハロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
登
録
を

行
い
、
就
職
先
が
未
決
定
で
、
正
規
雇
用
の
実
現
の
た
め
に
は
、

既
卒
者
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
が
必
要
で
あ
る
と
公
共
職
業
安
定
所

が
認
め
る
者 

奨
励
金
額 

（１
）有
期
雇
用
期
間
（原
則
３
ヵ
月
）・・・１
０
万
円
／
月 

（最
大
３
０
万
円
） 

（２
）有
期
雇
用
終
了
後
の
正
規
雇
用
で
の
雇
入
れ
・・・ 

５
０
万
円
／
１
人
に
つ
き
（雇
入
れ
か
ら
３
ヵ
月
後
に
支
給
）  

 

●
３
年
以
内
既
卒
者
（新
卒
扱
い
）採
用
拡
大
奨
励
金 

趣 
旨 

卒
業
後
３
年
以
内
の
大
学
等
の
既
卒
者
も
応
募
可
能
な
新
卒
求

人
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
た
は
新
卒
応
援
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
出
し
、
３

年
以
内
既
卒
者
を
正
規
雇
用
し
た
事
業
主
に
対
し
て
、
奨
励
金
を

支
給
す
る
と
い
う
も
の
で
、
概
要
は
次
の
通
り
で
す
。 

対
象
事
業
主 

 

卒
業
後
３
年
以
内
の
大
学
等
の
既
卒
者
も
応
募
可
能
な
求
人
を

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
又
は
新
卒
応
援
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
出
し
、
そ
れ
ら
の

紹
介
に
よ
り
、
卒
業
後
３
年
以
内
の
既
卒
者
を
正
規
雇
用
し
た
事

業
主 

※
正
規
雇
用
と
は
・・・ 

定
め
の
な
い
雇
用
期
間
で
、
週
所
定
労
働
時
間
が
通
常
の
労
働
者

と
同
程
度
で
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
し
、
雇
用
保
険
の
一
般
被

保
険
者
（週
３
０
時
間
未
満
の
者
を
除
く
）と
し
て
雇
用
す
る
場

合
を
い
う 

対
象
と
な
る
者
の
条
件 

次
の
（１
）か
ら
（３
）の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者 

（１
）大
学
等
を
卒
業
後
３
年
以
内
の
既
卒
者
で
あ
っ
て
、
１
年
以
上 

継
続
し
て
同
一
の
事
業
主
に
正
規
雇
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
者 

※
こ
こ
で
い
う
大
学
等
は
・・・ 

大
学
・大
学
院
・短
大
・高
専
・及
び
専
修
学
校
等
を
い
い
ま
す
。 

（２
）ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
た
は
新
卒
応
援
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
登
録
し 

て
い
る
者 

（３
）平
成
２
２
年
度
に
お
い
て
は
、
平
成
２
０
年
３
月
以
降
に
大
学 

等
を
卒
業
し
た
者 

奨
励
金
額 

＊
１
０
０
万
円 

同
一
事
業
所
に
一
回
限
り
（雇
入
れ
６
か
月
経
過
後
に
支
給
） 

●
ま
と
め 

 

こ
の
２
つ
の
奨
励
金
に
つ
い
て
は
、
似
た
よ
う
な
名
称
で
混
同
し
や

す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
整
理
し
て
み
ま
す
。 

＊
共
通
点 

①
卒
業
後
３
年
以
内
の
既
卒
者
の
雇
い
入
れ 

②
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
経
由
の
求
人 

③
既
卒
者
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
に
求
職
登
録 

④
卒
業
後
１
年
以
上
同
一
事
業
主
に
継
続
正
規
雇
用
実
績
な
し 

⑤
事
業
主
が
奨
励
金
を
受
給 

＊
相
違
点 

①
前
出
が
有
期
雇
用
後
の
正
規
雇
用
、
後
出
が
最
初
か
ら
正
規 

雇
用
が
前
提
条
件
で
す
。 

②
前
出
が
中
学
校
、
高
校
卒
業
者
も
該
当
す
る
の
に
対
し
、
後 

出
は
、
中
学
校
、
高
校
卒
業
者
は
該
当
し
ま
せ
ん
。 

③
前
出
が
回
数
制
限
が
な
い
の
に
対
し
、
後
出
は
１
回
限
り
で
す 

  
 

中
小
企
業
者
は
、
比
較
的
、
前
出
の
「３
年
以
内
既
卒
者
ト
ラ
イ

ア
ル
雇
用
奨
励
金
」が
利
用
し
や
す
い
で
し
ょ
う
。 

赤
井
労
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
務
所 

社
会
保
険
労
務
士 

赤
井
孝
文 
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